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一

一
の
３
の

及
び
二
の
３
の

は
、
以
下
の
誤
り
。

（一）

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）

二

九
行
目
「
農
林
省
告
示
」
は
、
「
農
林
水
産
省
告
示
」
の
誤
り
。
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